
2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

１．全国の人口移動の変化 が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

キーワード：東京一極集中、人口誘致策、女性の就業関連施策、関係人口、遊休資産活用、保養所

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。
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わが国で新型コロナウイルスの感染者が発生してから１年以上が経過しました。感染による
影響が長期化するなか社会構造の変化が指摘され、都道府県間の人口移動にも変化が起こって
います。「東京一極集中」に変化の兆しがみられ、これまで人口流出に悩んでいた多くの自治体で
転出超過が縮小傾向にあります。これは、地方にとって人口を誘致するための図らずも訪れた
チャンスと言えます。
本稿では、コロナ禍で生じた人口移動の変化をまとめた後、アフターコロナの人口誘致策に
ついて考察します。

アフターコロナの人口誘致策を考える
～女性をターゲットとした就業関連施策と

関係人口の創出・拡大が鍵～

（資料）総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成
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【転出超過】

【転入超過】

図表３ 東京都の転出入の変化（前年差）

図表４ 東京都の転出の変化
（2020年８～12月の前年差・行き先別）

図表１ 都道府県別の転出入状況の変化（2019年→2020年）

図表２ 東京都の転出入の動向
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

１．全国の人口移動の変化 が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

キーワード：東京一極集中、人口誘致策、女性の就業関連施策、関係人口、遊休資産活用、保養所

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。
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わが国で新型コロナウイルスの感染者が発生してから１年以上が経過しました。感染による
影響が長期化するなか社会構造の変化が指摘され、都道府県間の人口移動にも変化が起こって
います。「東京一極集中」に変化の兆しがみられ、これまで人口流出に悩んでいた多くの自治体で
転出超過が縮小傾向にあります。これは、地方にとって人口を誘致するための図らずも訪れた
チャンスと言えます。
本稿では、コロナ禍で生じた人口移動の変化をまとめた後、アフターコロナの人口誘致策に
ついて考察します。

アフターコロナの人口誘致策を考える
～女性をターゲットとした就業関連施策と

関係人口の創出・拡大が鍵～

（資料）総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成
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図表３ 東京都の転出入の変化（前年差）

図表４ 東京都の転出の変化
（2020年８～12月の前年差・行き先別）

図表１ 都道府県別の転出入状況の変化（2019年→2020年）

図表２ 東京都の転出入の動向
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

３．転出者抑制策
～女性にターゲットを絞った就業関連施策～

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

２．三重県の人口移動の変化

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。

三十三総研　調査部　研究員　佐藤 聡一郎
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図表５  東京都からの転出が増えた地域（2020年８～12月の前年差、埼玉県・千葉県・神奈川県を除く）

図表９  三重県の転出入の変化（2020年の前年差）

図表６  三重県の人口移動先（2019年）

図表７  三重県の男女別・年齢別の転出入（2019年）

図表８  三重県の転出入の動向
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

３．転出者抑制策
～女性にターゲットを絞った就業関連施策～

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

２．三重県の人口移動の変化

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。

三十三総研　調査部　研究員　佐藤 聡一郎
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図表５  東京都からの転出が増えた地域（2020年８～12月の前年差、埼玉県・千葉県・神奈川県を除く）

図表９  三重県の転出入の変化（2020年の前年差）

図表６  三重県の人口移動先（2019年）

図表７  三重県の男女別・年齢別の転出入（2019年）

図表８  三重県の転出入の動向
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

４．転入者加速策
～「関係人口」の創出・拡大策～

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。
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図表10 東京23区と三重県の職業別就業者数（20代）

図表11 独立・開業に興味がある人の割合、興味のある業種

図表12 コロナ禍で家事などの時間が増えた人の割合 図表13 東京所在上場企業におけるテレワーク利用状況と
本社事業所の配置見直し検討

図表14 「関係人口」のイメージ
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

４．転入者加速策
～「関係人口」の創出・拡大策～

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。
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図表10 東京23区と三重県の職業別就業者数（20代）
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図表12 コロナ禍で家事などの時間が増えた人の割合 図表13 東京所在上場企業におけるテレワーク利用状況と
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。

三十三総研　調査部　研究員　佐藤 聡一郎
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2019年から20年にかけての転出入の変化を年齢
別にみると、男性は20代を中心に転出者が減少
したものの、転入者はそれを上回る減少となり、
転出超過は拡大する結果となりました。一方、
女性については転入者の減少が軽微にとどまった
ことに加え、15歳～44歳を中心に転出者が減少
した結果、転出超過が抑制されました（図表９）。

（3）転出超過抑制に向けた視点
県も転出超過を課題として挙げており、「みえ

県民力ビジョン第三次行動計画」では転出超過を
2023年には3,819人に、2040年にはゼロとする目標
を掲げ、①高等教育機関の魅力向上、②雇用の
創出、③産業人材の育成・確保、④暮らしを営む場
としての安全・安心の確保や魅力の向上、⑤移住
の促進や交流人口の拡大、といった様々な人口
誘致策を進めています。
県が掲げる目標の達成に向けて、アフターコロナ

においてどのような施策が求められるでしょう
か。コロナ禍で図らずも起きた転出抑制の動きを

定着させ、そして転入増加を加速させるための施
策を講じる必要があります。
以下では、「転出者の抑制策」と「転入者の加速

策」に分けて考察します。

まず、転出抑制の動きを定着させるための施策
として、“女性にターゲットを絞った就業関連
施策”に取り組む必要があります。前掲図表９に
おいて、男性は20代や30代前半の転出者数が
大きく減少している一方、女性は200人前後の減少
にとどまっています。上京経験のある東京都在住
の20代の男女500人を対象としたグローバル都市
不動産研究所「第二弾東京都の転入超過、20～24
歳女性が上京する理由」（2019.9）によると、「地元
の就職先を選ばなかった理由」として、「希望する
仕事がなかったから」という回答は、男性が39％
に対して女性は42％と女性の方が上回っており、
このことが、コロナ禍においても女性の転出者が
男性よりも減少しなかった一因と推察されます。
働く機会を求めて都市部へ向かう若い女性を
引き留めるには、働く場所を創出することが重要
と言えます。

（1）多様な雇用環境の整備
全国の女性の大学進学率は、2019年度には

51.1％と50％を超え、三重県においても男性が
47.5％に対して女性は44.2％と、男性と遜色ない
水準まで高まっています。
女性の進学率が上がり、総合職や専門職を希望

（1）三重県の人口移動の特徴
これまで三重県の人口は、首都圏や愛知県、

関西圏といった都心部に流出（図表６）しており、
2019年は転入者３万1,578人に対して転出者３万
7,899人と、転出超過が6,321人に上り、人口流出が
大きな課題となっていました。

2019年の転出入の内訳を男女別にみると、男性
の転入者は19,494人に対して転出者は22,001人で
転出超過は2,507人ですが、女性は転入者が12,084
人に対して転出者が15,898人で転出超過は3,814
人と、男性より女性の転出超過が1.5倍多い、アン
バランスな状況でした。さらに年齢別にみると、
男性は20～24歳を中心に転出者よりも転入者が
わずかに少なく、幅広い年齢層で小幅な転出超過
となっているのに対して、女性は20～24歳の
転入者が転出者に対して少なく、20代前半の転出
超過が突出しています。転出超過率（人口に対する
転出超過の比率）をみると、その傾向は顕著に

表れ、20代前半の女性の流出が課題と言えます
（図表７）。

（2）コロナ禍で生じた人口移動の変化
新型コロナの感染拡大を受けて、構造的な人口

流出の特徴に変化の兆しがみられます。2020年は
４月の緊急事態宣言を機に転出の減少が続き、８
月には2017年12月以来の転入超過にもなった結
果、転出超過数は4,288人と2019年の6,321人から
大幅に減少しました（次頁図表８）。

にあります。総務省「平成28年社会生活基本調査」
によると、三重県の１日当たりの家事関連時間
（「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計
時間）は、男性が41分に対して女性は220分と５
倍超の差がみられ、女性の家事関連時間の長さは
奈良県（227分）に次ぐ全国ワースト２位となって
います。
男女の無償労働格差を県として縮小する方針

を掲げ、「家事代行サービス」に補助を出すなど
家庭に関する事柄での支援を打ち出し、女性が
安心して働くことができる県となれば、女性の
定住にプラスに作用すると考えられます。

（1）関係人口と移住の関係
コロナ禍で東京所在の上場企業ではテレワーク

が広がり、本社事業所の配置見直しを具体的に
検討している企業が増えており（図表13）、その他
の地域にとっては転入者の増加を図るチャンス
です。転入者に対する補助金を創設するなどの
直接的な転入増加策のみならず、コロナ禍を
活かして「関係人口」を創出・拡大することも
転入加速に有効です。
「関係人口」とは、一過性の「観光人口」でも、

定着する「移住・定住人口」でもない、その中間
に位置する「地域や地域の人々と多様に関わる
人口」を言います。具体的には、①地域にルーツ
や縁がある者（その地域で生まれ育った、親族の
出身者など）、②地域と何らかの関わりがある者

する人も増えているにも関わらず、三重県は雇用
の受け皿の多様性に欠けていると指摘できます。
総務省「国勢調査」（2015）で20代の職業別就業者
数をみると、三重県は経済に占める製造業の割合
が高い全国有数の工業県ということから、「生産
工程関連」の職種が多い一方で、人口が集まる
東京23区と比較して、女性の「事務職」や「営業職」、
「技術者」が少なくなっています（図表10）。

経済産業省中部経済産業局「女性の就業意識に
関する調査報告書」（2019.3）によると、中部圏在
住の女性の希望する職種として、「事務的職業」
（36.9％）、「サービスの職業」（24.0％）、「専門的・
技術的職業」（23.4％）が上位となっています。
アフターコロナにおいて働く機会を求める女性が
県外へ流出するのを防ぐために、製造業が盛んな
三重県では、女性ならではの視点や感性を活か
せる「企画・マーケティング」に関する事務職や、
「研究」といった技術部門などで働き口を増やす

ことが求められます。女性が力を発揮しやすい
環境づくりをすることで、企業にとっても、「製品
の高付加価値化」や「消費者ニーズ捕捉」といった
効果が期待されます。
また、女性が誇りを持って働ける多様な仕事を

増やす上で、20代の女性において４割超が「独立・
開業に興味がある」と回答している（図表11）こと
から、女性の創業や自営の支援策を充実させる
ことも効果的と考えられます。

（2）男女の無償労働格差の縮小
リンクトイン・ジャパン㈱の「日本女性の仕事

と生活に関する意識調査」（2020.11）によると、
女性の仕事の機会を妨げているものとして、
「仕事と家庭生活のバランス」（69％）、「家族の
世話、育児の責任などの社会的な期待」（61％）、
「家庭内でサポートが足りない」（44％）が上位で、
仕事と家庭生活のバランスをとることが、女性が
働く上での障壁となっています。
さらにコロナ禍において、無償労働時間の男女

格差が広がっています。日本を含む54か国の統計
分析や聞き取り調査に基づいて、2020年11月下旬
に公表された国連女性機関の報告書によると、
世界各国で「料理・食事の提供」や「掃除、洗濯
など」、「子どもの身の回りの世話」などの無償
労働について、男性よりも女性の方が費やす時間
が増加しています（次頁図表12）。
地域に女性を定着させるためには、家事などの

無償労働格差の解消に取り組み、女性が安心して
働ける環境づくりをする必要があります。
なお、三重県は全国的にみても女性は男性と

比較して、多くの時間を無償労働に使っている傾向

（その地域で過去に勤務・通学・居住・滞在などの
経験がある人、ふるさと納税を行ったことがある人
など）、③その地域と自分の居住地、あるいは他の
地域を行き来する者（多拠点居住やワーケーショ
ンなど）、が関係人口に当てはまります（図表14）。

国土交通省が2019年９月に三大都市圏在住者
と地方在住者の各６万人に対して、他地域との
関わり方を調査したところ、特定地域を定期的
に訪問する関係人口が多い市区町村ほど、三大
都市圏からの転入超過回数が増加する傾向が確認
されました。人口１万人当たりの関係人口が10人
以上いる自治体の６割については、2012年から
2019年の間に少なくとも１回以上は三大都市圏
から転入超過を経験しています（次頁図表15）。

（1）東京の人口流入に変化の兆し
総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」

によると、新型コロナが流行する前年の2019年は
39道府県で合計16万人を超える流出（転出超過）

が起こり、８都府県へ流入（転入超過）しました。
人口が増加した８都府県の内訳をみると、東京、
埼玉、千葉、神奈川の１都３県で９割超を占めて
おり、首都圏への人口集中が続いています。もっ
とも、2020年は19年同様、８都府県で人口増加に
変化はないものの、その数は12万人と前年の４分

の３程度の人口移動に抑制されました。2019年
に８万人超の人口が流入した東京都は20年には
３万人の流入にとどまり、愛知県、京都府、兵庫県
の３府県を除いた36道府県で転出超過が縮小し
ました。コロナ禍で「東京一極集中」に変化の兆し
がみられます（前頁図表１）。
東京都の2020年の転出入の動向を月別にみる

と、新型コロナの流行が本格化する前の１月から
３月までは2019年と同水準の転入超過となって
いました。しかし、緊急事態宣言が発令され、人々
の移動が大きく制限された４月には転入超過数が
急減し、５月には転出超過に転じました。これは、
外国人を集計に追加し現在の方式となった2013年
７月以降で初めてのことです。緊急事態宣言解除
後も感染拡大は続き、６月を除いて５月以降、東京
都の転出超過が継続しています（図表２）。

（2）東京都からの転出先
東京都の転出超過が続く背景には、新型コロナの

感染防止のために都内への転居を見合わせる動き
だけでなく、都外へ出ていく動きも加わっています。
転出入の前年との変化をみると、４月以降、全国
各地から東京都への転入者が減少する傾向と
なっており、８月からは転出者の増加も定着して
います（図表３）。
東京都からの転出者が増加に転じたことは非常

に大きな変化で、その転入先についても検証が
必要です。
転出者の増加が始まった８月から12月の５か月

間の東京都の転出者数は前年同期と比べて約
20,000人増えており、そのうちの６割にあたる約
12,000人は埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東に

集中しています（図表４）。感染リスクの高い「密」
を避けることが新たな常識となるなかテレワーク
の広がりによって、東京都内から通勤圏内の郊外
へ移り住む動きが進んでいるとみられます。

なお、南関東以外に向かっている人も約8,000 人
増加しており、東京から「地方回帰」の動きも出て
きています。その他の地域を都道府県別にみると、
東京都から比較的至近の北関東・甲信が上位にある
ものの様々な地域で増加しており、東京都からの
転出の動きは全国に拡大していることがわかります
（次頁図表５）。学情「Re就活」ウェブ調査（2020.9）
によると、20歳代のU・Iターンや地方での就職希望
は、2020年２月時点では21.8％だったものの、９月
には65.8％まで上昇しており、「地元に帰りたい」
（44.8％）、「地元に貢献する仕事をしたいと思った」
（35.9％）、「都市部で働くことにリスクを感じた」
（20.9％）といった理由が上位に挙がっています。
こうした傾向は20代のみならず、多くの世代にわ
たっていると推察され、コロナ禍において地方移
住への関心が高まっているとみられます。

転入超過回数が多い自治体では、普段の職場と
異なるリゾート地や観光地で働きながら休暇を
取る「ワーケーション」などを積極誘致している
ところが多いことも明らかとなり、地域外から
やってくる人を受け入れる体制を整えること
が、結果的に移住に結びつきやすくなると考え
られます。

（2）三重県の関係人口創出・拡大の取組
三重県において、2020年の市町別の転出入の

動向をみると、男女ともに転入超過となった市町
は菰野町、朝日町、東員町、明和町の４町です。
人口減少が進む中南勢地域で唯一男女ともに転入
超過となった明和町では、「みんなの移住フェス
2020オンライン」といった関係人口創出、移住
促進の取組を行っており、地域と移住希望者を
結ぶサービスを展開している「SMOUT」が公式
SNSなどのフォロワー数等をもとに算出した
「ネット関係人口スコア」では67.0となっています。
これは県内で南伊勢町に次ぐハイスコアであり、
全国的にも高い水準となっています。伊勢市に
おいても2020年11月より「クリエイターズ・ワー
ケーション」が実施され、受入枠100人に対し47
都道府県から1,270人を超える応募があるなど全
国でも注目されました。こうした取組は関係人口
の創出・拡大において有効と考えられます。
今後はワーケーションの推進に加えて、１つの

地域に定住するのではなく複数の住まいを行き来

しながら生活する「マルチハビテーション（多
拠点生活）」についても普及に向けた取組が期待
されます。以前に本調査レポート（『 三十三
トピックス：No.102』（2020 .10）「『マルチハビ
テーション（多拠点生活）』が秘める多様な可能
性～アフターコロナの日本の社会課題を解決
する起爆剤に～」）で指摘したように、三重県は
多拠点生活をする上で「ちょうど良い地域」と
考えられ、三重県で多拠点生活ができることを
発信し、県の魅力や充実した施策があることを
アピールすれば、関係人口の創出・拡大に有効な
“もう一つの拠点”として選択される可能性が高い
と言えます。

こうしたなか、ワーケーションや多拠点生活の
拠点を整備するための方策として、企業の社員
向けの「保養所」を活用した取組が注目され始めて
います。

（1）保養所の活用による様々なメリット
保養所とは、企業や健康保険組合などが、社員

の研修や保養などに用いるために作られた施設
です。観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年
時点で保養所を含む「会社・団体の宿泊所」は全国
に1,910施設あり、客室稼働率は28 .8％と旅館
（39.6％）、リゾートホテル（75.8％）、シティホテル
（79.5％）などと比べて低くなっています。
保養所が有効に活用されるようになれば、①遊休

資産の新たな活用による地域社会への貢献、②入居
企業の雇用創出の期待、③入居企業と地元企業
との連携等による地域活性化、④観光地のオン・
オフシーズンに左右されないビジネス需要の喚起、
といった様々なメリットが期待され、関係人口や
移住者を引き寄せるのみならず、定住にもつな
がるという、『正のスパイラル』が生まれること
が期待されます。

（2）保養所活用の事例
保養所の活用は一部の自治体や企業で始まって

おり、以下では和歌山県白浜町と、兵庫県神戸市
六甲山の事例を紹介します。

①和歌山県白浜町の事例
和歌山県は地域振興の一環として白浜町を

ワーケーションの拠点に育てるべくICT企業の
誘致を推進しており、近年、首都圏等のIT企業の
サテライトオフィス（企業本社や団体の本部から
離れたところに設置されたオフィス）が集積して
います。県は企業を誘致するために「通信補助金」
や「オフィス賃借補助金」、「航空運賃補助金」と
いった奨励金制度を創設し、町と県が保養所など
を改修した２つのITオフィス計11室は満室状態
となっています。2020年11月には企業の保養所
だった施設を町と県の補助金を用いて民間企業
が改修した第３のビジネスオフィスも開設され
ました。ITオフィスに入居している企業では、東京
でオフィスを構えていた時に比べ商談件数が
11％、契約金額が63％増加したことが明らかと
なったほか、通勤時間が減り地域との交流や余暇
の時間が増えるなどの効果も実証されています。

②兵庫県神戸市六甲山の事例
バブル崩壊で六甲山にある保養所のブームは

下火となり、さらに1995年の阪神大震災で山上の
行楽客も減少するなか、ホテルの閉館が相次ぎ、
保養所の空きも目立つようになっています。そこ
で市は、六甲山の保養所などにオフィスを誘致し、
最先端のビジネス拠点として再興する取組を
進めています。2021年３月には元保養所を改修
した宿泊機能のある会員制オフィスも開業しま
した。市は保養所の改修を進める上で、都市計画
法でこれまではできなかった遊休保養施設を
オフィスへ建替・改修できるよう2019年末に
規制を緩和し、改修費を助成する仕組みも整えた
ほか、六甲山上と市街地で別々だった水道事業
を統合し2021年４月から同一料金にするなど、
保養所などを有効活用してワーケーションの
拠点に育てようと、取組が本格化しています。

（3）三重県における保養所活用の可能性
三重県にある「会社・団体の宿泊所」は140施設

と全国４位の多さである一方、その稼働率は11.4％
（全国42位）と低く（図表16）、十分な活用がなされて
いません。
密空間とは違う、ゆったり仕事したい、暮らし

たいニーズが出ているいま、中京圏や関西圏への
アクセスが良く、自然に彩られている三重県は、
観光地にサテライトオフィスが集積する“リゾート
型ビジネスの一大拠点”となるポテンシャルを秘め
ています。遊休保養施設をオフィスに活用できる
ように規制緩和をし、改修経費や情報通信環境
整備費を補助する制度を整えるなどして保養所
を生まれ変わらせることができれば、「新しい
保養所の形」がアフターコロナの人口誘致策の
起爆剤となり得ます。

新型コロナの感染拡大を受けて東京一極集中に
よる脆弱さが浮き彫りとなりました。こうしたなか
テレワークが広がり、「東京に居なければできない
こと」は意外に少ないということに気付いた人や
企業が増えつつあり、地方での勤務・地方への移住
に対する意識も変化し始めています。東京の過密
を緩和することは大災害時のリスクを分散する
意味でも重要であるとともに、意欲的な人や企業の
分散は人口減少や後継者難に悩む地方の活性化
を促します。
コロナ禍で訪れた人口移動の変化をチャンスと

捉え、持続可能なまちづくりを目指すためにも、
自治体と経済界が連携し、知恵を絞り、多くの手を
打つことが欠かせません。三重県においてアフ
ターコロナの人口誘致を考える際に、「女性を
ターゲットとした就業関連対策」や「保養所など
の既存施設を有効活用した関係人口の創出」に
取り組むことが有効です。
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５．「保養所」活用の可能性
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図表16 会社・団体の宿泊所の施設数ランキング（上位10県）

図表15 １万人当たりの関係人口（訪問系）の人数と三大都市圏からの転入超過回数
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